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改正がん対策基本法（平成28年12月16日法律第107号）  

第19条 

国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治
療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下
に資する事項並びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防及び
軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資
する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な
施策を講ずるものとする。 

２  前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒
が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるもの
とする。 

全国がん患者団体連合会による記者会見、参議院でのがん対策基本法改正案の採決（参議院インターネット中継） 
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SCRUM-Japan 

国立がん研究センター先端医療開発センターホームページ「LC-SCRUM-Japan」より 
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SCRUM-Japan 

国立がん研究センター先端医療開発センターホームページより 
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がんゲノム医療を患者に届けるために 

SCRUM-Japan成果報告会（2016年7月12日）PMDA（佐藤岳幸上席審議役）提出資料より 

厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 
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がんのゲノム医療に関わる人材の不足 

厚生労働省第6回がん診療提供体制のあり方に関する検討会事務局提出資料より 

厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 
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厚生労働省第6回がん診療提供体制のあり方に関する検討会事務局提出資料より 
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がんのゲノム医療に関わる人材の不足 
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Genetic Information Nondiscrimination Act （GINA法） 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission（米国雇用機会均等委員会）ホームページより 

厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 
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がんゲノムコンソーシアムの形成に向けて 

厚生労働省第1回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会（2017年3月27日）宮野構成員提出資料より 

厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 



10 

がんゲノムコンソーシアムの形成に向けて 

厚生労働省第1回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会（2017年3月27日）宮野構成員提出資料をもとに一部改変 

厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 

薬事承認と保険適用 
ベネフィットの還元 

社会的不利益からの擁護 
科学教育と啓発の推進 

患者を支援する人材の育成 

医療と研究を明確に分けること 
個別目標を明確にすること 



厚生労働省第2回がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会資料 11 

まとめにかえて  

1. がんゲノムに関わるデータを漫然と収集するのではなく、成果は可能な限りオープ
ンとし、がんゲノム医療推進コンソーシアムの「個別目標」を明示することが必要 

 コンソーシアムにおける医療と研究の切り分けを明確にすること 
 「5年以内に革新的ながん治療薬の創出に向けた10種類以上の治験への導出」な

どの具体的な期限と目標を明示すること 
2. 「がん研究の進歩に期待を寄せつつ、1日1日を大切に生きているがん患者」に対し

て、そのベネフィットと成果を確実に届けることが必要 

 薬事承認や保険適応に繋げる仕組みが必要 
 特に希少がん、難治がん、小児がん患者に対しては特段の配慮が必要 

3. 参画するがん患者や国民などに対して、がん医療の向上に繋がるベネフィットが還
元されるのであれば、一定程度の経済的負担も許容され得ると考える 

 臨床的意義や妥当性が必ずしも明らかでない検査や分析については、その事実を
参加する患者や国民にわかりやすく確実に説明し、本人の同意を得ること 

4. がんゲノム医療において患者を支援する人材が圧倒的に不足しており育成が急務 

 遺伝カウンセラーなどを国家資格とするとともに、急増する医療現場での患者説明
を可能とするために、研修や認定試験をもとに認定資格などを別途検討すること 

5. がん患者や遺伝子変異陽性のがん未発症者の社会的不利益からの擁護 
 米国GINA法（Genetic Information Nondiscrimination Act）などを参考に法令による

擁護策を講じ、「がん教育」などを通じたゲノムに関わる科学教育と啓発を行うこと 


